福山市雇用就農事業実施要領

第１　目的
　福山市雇用就農事業の実施に当たっては、福山市雇用就農事業実施要綱（令和８年４月１日付け福農振第　号。以下「要綱」という。）に定めるところによるほか、本要領に定めるところによるものとする。

第２　事業実施主体
　要綱第３条（１）のふくやまブランド農産物認定生産者団体等から研修を実施する者として適当である旨の推薦は、次のいずれかの者が文書により行うものとする。
１　ふくやまブランド農産物認定生産者団体の組合長
２　福山市農業協同組合代表理事組合長

第３　研修計画
　　　要綱第６条の研修計画に定める項目は、次に掲げるとおりとし、別紙様式第１号により提出する。
[bookmark: _Hlk222226851]１　研修（雇用）期間
２　研修品目
３　研修内容
４　農業経営に係る簿記等の習得方法
５　新規就農する際の経営品目、経営規模及び目標とする農業所得、年間労働時間

第４　研修計画の目標とする農業所得、労働時間
第３の５に掲げる新規就農希望者が目標とする農業所得は、２００万円以上とし、年間労働時間は、２，０００時間以内とする。

第５　研修計画に係る意見照会
　要綱第６条第２項の意見照会を行うことができる関係機関等は次のとおりとする。
１　広島県東部農林水産事務所
２　広島県東部農業技術指導所
３　福山市農業協同組合
４　研修等に係る専門知識を有する者

第６　研修実施状況の報告
　　　要綱第１１条の研修実施状況の報告の対象期間及び期限は次に掲げるとおりとする。
１　毎年４月から９月分を１０月１０日まで。
２　毎年１０月から３月分を４月１０日まで。

第７　補助金の交付
　　　要綱第１３条の補助金は、第６の報告により補助金の額を確定し、その都度、交付するものとする。

第８　農業経営開始の確認
新規就農希望者は、要綱第１５条第１項のエについて、次の各号のうち、いずれかの書類を研修終了後１年以内に提出することとし、市はこれをもって新規就農希望者の農業経営開始を確認するものとする。
１　新規就農希望者の名前で農産物を販売したことが分かる伝票など
２　新規就農希望者の名前で農地を借りたことが分かる農地貸借申出書など
３　生産者組合への加入が分かる組合員証や加入証明書など

